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老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税

対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す（
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　

課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
の
方
に
は
、

毎
年
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
提
出
期
限
ま
で
に
か
な
ら

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に
受
け

ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の
源
泉

徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。

　

提
出
を
忘
れ
る
と
各
種
控
除
が
受
け

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」が
発
行
さ
れ
ま
す

母
子
家
庭

就
業
支
援
講
習
会

ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が

多
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
金
以
外
に
収
入
が
あ
る
方

は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

　
�

刈
谷
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　

☎
２
１
‒
２
１
１
５

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」は

期
限
ま
で
に
提
出
を

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
を

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
市
県
民
税
の
申
告
の
際
に
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

そ
の
年
の
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
に
納

付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
１
月
１
日
〜
９
月
30
日

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に

　

母
子
家
庭
の
母
な
ど
が
就
職
に
結
び

つ
く
可
能
性
の
高
い
技
能
・
資
格
を
習

得
す
る
た
め
の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。

講
習
会
内
容
･
日
程

・ 

パ
ソ
コ
ン
中
級
エ
ク
セ
ル
（
名
駅
・

土
コ
ー
ス
）
…
平
成
27
年
１
月
17
日

㈯
〜
２
月
14
日
㈯

・ 

調
剤
薬
局
事
務（
名
駅
・
土
コ
ー
ス
）

…
平
成
27
年
１
月
10
日
㈯
〜
２
月
21

日
㈯

定
員　

各
20
人

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

受
講
料　

無
料

※
教
材
費
・
交
通
費
は
自
己
負
担

募�

集
期
間　

11
月
21
日
㈮
ま
で

申 

込
方
法　

い
き
い
き
広
場
に
備
え
付

け
の
受
講
申
込
書
で
申
込

問
合
せ
先

　

 

い
き
い
き
広
場
内
介
護
保
険
・
障
が
い

グ
ル
ー
プ　

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

　

☎
５
２
‒
９
８
７
１

平成 27年分
「扶養親族等申告書」
が送付される方

65歳
以上

年金額が
158万円以上

65歳
未満

年金額が
108万円以上

は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」が
日
本
年
金
機
構
か

ら
11
月
中
旬
ま
で
に
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
は
こ
の

証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
に
今

年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
方
に
は
、
来
年
の
２
月
上
旬
に
送

付
の
予
定
で
す
。

　

な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
も
、
本
人
の
社
会
保
険

料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
申
告
の
際
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

・ 

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
な
ど
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
‒
０
５
８
‒
５
５
５

※ 

電
話
料
金
は
、
一
般
の
固
定
電
話

の
場
合
、
市
内
通
話
料
金
で
利
用
可
。

携
帯
電
話
な
ど
の
場
合
は
全
額
発
信

者
の
負
担

※ 

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
を
利
用

の
場
合
は
、
０
３
‒
６
７
０
０
‒

１
１
４
４
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
番
号
の
通
話
料
金
は
全
額
発
信

者
の
負
担

専 

用
ダ
イ
ヤ
ル
受
付
期
間　

11
月
４
日

㈫
〜
平
成
27
年
３
月
16
日
㈪

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
受
付
時
間

◇ 

月
曜
日
〜
金
曜
日
：
午
前
９
時
〜
午

後
７
時

※ 

祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
、

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

◇ 

第
２
土
曜
日
：
午
前
９
時
〜
午
後
５
時


